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女性活躍加速のための重点方針 2015 の 

「４．暮らしの質の向上のための取組」について 

 

平成 27 年６月 26 日 

すべての女性が輝く社会づくり本部幹事会 

 

 女性活躍加速のための重点方針２０１５（平成 27 年 6 月 26 日すべての女性が

輝く社会づくり本部決定）に基づいて「４．暮らしの質の向上のための取組」と

して進める取組は、以下のとおりとする。 

 

（１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

①快適性・清潔性・安全性についての施策 

ア）表彰・事例集の作成、トイレ情報の提供  

○表彰や事例集の作成を通じ、トイレ空間やトイレに関する取組の

好事例を広く発信し、トイレの質の向上に向けた機運を醸成する。 

○ＩＣＴを活用した「トイレなび」（コメント付きのトイレマップ）

の作成を働きかける。 

 

イ）トイレに関する「基本的な考え方」の提示  

○施設管理者において、「基本的な考え方」を踏まえた対応を行う。 

○関係省庁において、「基本的な考え方」を踏まえ、自ら基準等を見

直し、又は関係団体等に見直しを要請する。 

 

＜基本的な考え方＞ 

(１) トイレは男女別に設けることとし、男性用と女性用の便器の数

は、通常女性の方が長い時間を必要とされる事実や、男女別の利

用者数等を考慮し、利用実態を適切に反映すること。特に混雑が

予想されるトイレ施設においては、できる限り待ち時間の男女均

等化が図られるよう努めること。 

(２) 明るさを確保し、安全面に配慮すること。時間帯により利用者

が少ない状況を生ずる公園など、特に安全面に配慮が必要なトイ

レ施設については、照明や見通しの確保等、安全を確保するため

に必要な措置を取るように努めること。 

(３) その他、快適なトイレ空間の維持管理に配慮すること（例：通

気性を確保し、清潔を保つよう努める／落書きの防止や消去に

努める／使用方法、マナー等のソフト面についての利用者の理

解が進むよう、周知に努める） 

 

ウ）学校や公園等のトイレ 

○快適なトイレ空間を確保するとともに、災害発生時に備えるため、

改修資金を工夫しつつ、トイレの改修を進める。 

○学校のトイレは、学校全体の老朽化対策の一環として、改修に係

る対策を推進する。 
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○公衆トイレの新設・改修に当たっては、観光資源となりうること

から、必要に応じ、著名なデザイナーの活用など話題性・集客力の

向上も考慮する。 

 

エ）公衆トイレの安全性の向上  

○設置管理者（自治体）において、 防犯カメラや防犯ベルの設置、

警備業との提携、自主防犯ボランティア等の協力による巡回等を

推進し、公衆トイレの防犯性を向上する。その際、警察や防犯設備

の専門家等と連携するよう努める。 

○公衆トイレについて、犯罪発生等のおそれが認められる場合には、

必要に応じ、警察官がパトロールの際に立寄り等を行う。 

 

オ）トイレにおける広告掲出  

○トイレの維持管理費、改修費確保のため、トイレにおける広告の

掲出について検討する。その際、都道府県の屋外広告物規制に留

意し、必要に応じ当該規制の見直しに向けた動きを促進する。 

○男性が入らない空間である女性用トイレを配偶者暴力の相談窓 

口の情報を掲出するスペースとして活用する。 

 

カ）女性の職域拡大に資するトイレ整備 

○男性が中心だった職域への女性の参加が円滑に進むよう、女性用

トイレ拡充等の好事例を発信し、機運を醸成する。 

○職場での女性用トイレの設置数に係る労働安全衛生法に基づく衛

生基準について、労働基準監督署による指導を強化する。 

    

   ②国際貢献 

ア）ＯＤＡを活用した途上国支援等 

○日本の技術を生かして国際貢献すべく、ＯＤＡを活用し、インフ

ラ未整備地域でも使用可能なトイレの普及など、途上国の排泄環

境の向上に配慮した支援を行う。 

○海外で大規模な災害が発生した場合、被災国政府や国際機関等の

支援要請及び被災国の慣習等を踏まえつつ、簡易トイレ・携帯ト

イレその他のトイレを含む様々な緊急人道ニーズに対応する。 

 

イ）ＷＡＷ！2015 

○ＷＡＷ！2015 において、海外発信や国際貢献の課題を中心にトイ

レを取り上げる。 

 

③成長戦略・経済成長 

ア）国際規格の開発  

○温水洗浄便座の国際規格を作成し、平成 30年の規格発行を目指す。 

○日本の高い節水技術に基づいた ASEAN 諸国への認証制度支援を通

じて、節水トイレの普及基盤を構築する。 

 

イ）訪日外国人向け魅力発信  

○2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、
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「おもてなし」の観点から訪日外国人向けに日本の高機能トイレ

の使い方やピクトグラムの解説を促進し、日本の高機能トイレの

快適さ・清潔さを体感してもらうことで、魅力ある日本のトイレ

の発信とその普及・拡大に繋げていく。 

○国内の国際空港における日本の高機能トイレの整備を促し、訪日

した外国人に世界 先端のトイレを体験してもらうことにより、

その魅力を発信する。 

○外国人向け動画等により、日本のトイレの良さを発信する。 

 

ウ）クールジャパン  

○「ジャパン・ハウス」（海外主要都市における日本の広報文化外交

拠点）において、日本の高機能トイレを紹介するよう所要の措置

を講ずる。 

○ジャパンモールにおける日本の高機能トイレの導入の検討を促進

する。 

○海外の見本市における日本の高機能トイレの出展を支援する。 

 

   ④防災 

ア）避難所のトイレの改善 

○特に、避難所に指定されることが多い学校施設については、各教

育委員会に対し、避難所に指定された学校について、防災担当部

局と連携しつつ、災害時のトイレの確保を盛り込んだ「施設利用

計画」を策定するよう促す。その際、女性や高齢者、障害者等にも

配慮した内容とするよう留意する。（上記のほか「①ウ」【再掲】） 

イ）避難所のトイレのモデルケースの提示  

○避難所における災害時のトイレの適切なモデルケースを提示する

こととし、関係者による検討会を設置してその具体的な内容等に

ついて検討を行う。 

   

⑤地方創生 

ア）地方の公共トイレ改善に向けた好事例の発信  

○公共トイレの改善に向けた好事例を発信し、地域間格差の改善に

向けた機運を醸成する。（上記のほか「①ウ３つ目の○」【再掲】） 

イ）広告収入を活用した地方の公共トイレの維持管理の強化 。【①オ１

つ目の○の再掲】 

  

⑥ユニバーサルデザイン化の推進 

○関係者による協議会の設置等により、男性も利用可能な授乳室・

おむつ替えスペースの普及に向けた方策、ベビーカーマークの普

及に向けた方策、妊産婦による障害者用駐車場の利用の在り方等

について検討を行う。 

○観光資源である国民公園・国立公園内のトイレ等について、高齢

者、障害者、ベビーカー利用者も含むあらゆる利用者の利便性、快

適性の向上を図るために有識者の助言を受け、検討を行う。 
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 （２）問題・課題を抱えた女性に対する情報提供と妊娠、出産、子育て、介護

等に係る支え合い 

   ①問題・課題を抱えた女性に対する情報提供 

 

    ア）情報提供のワンストップサービス化 

     ○「女性応援ポータルサイト」について、アクセス数等のＫＰＩを明

確に設定するとともに、利用者の意見を踏まえ継続的に改善を図る

ほか、利用状況等を踏まえ必要に応じ充実・強化し、利用者にとっ

てわかりやすいサイト作りを進める。 

      

イ）情報・支援を必要とする者に係る積極的な情報提供 

  ○統一番号を設定している女性に身近な問題に関わる相談窓口等に

ついて、重点的に周知する。 

     ○民間企業等と連携し、上記のポータルサイト及び電話番号並びに

「よりそいホットライン」等各種相談窓口の連絡先の周知その他政

府のキャンペーンと一体となって情報周知を図ることを試行的に

実施する。 

     ○女性がよく使う公共スペース（例；トイレ）等に配偶者暴力の相談

窓口に電話を自動転送する電話番号を表示する等困難を抱えた女

性に対し必要な情報を確実に提供する。 

     ○配偶者暴力の被害者等困難を抱えた女性への情報提供について、こ

れまでの広報啓発等の結果を踏まえつつ、適切な情報の周知に努め

る。 

 

   ②妊娠、出産、子育て、介護等に係る地域、職場、家庭における「支え合

い」 

 

    ア）マタニティ・ハラスメント対策 

     ○いわゆる「マタニティ・ハラスメント」（妊娠・出産等を理由とす

る不利益取扱い）の予防・対応策を強化のため、以下の取組を行う。 

・女性の尊厳を著しく傷つけるのみならず、解雇や退職強要など女

性に継続就業を断念させる結果に直結する、いわゆる「マタニテ

ィ・ハラスメント」の防止に向け、「マタニティ・ハラスメント」

が起こりやすい職場の特徴等を含め、詳細な実態調査を実施し、

法的対応も含め、事業主の取組強化策を検討する。 

・昨年の 高裁判決を踏まえ発出した通達に基づき、妊娠・出産等

を理由とする不利益取扱いに関する判断を厳正に行い、違法であ

る事業主に対する指導強化を図る。 

・これらの防止対策や違反事案対策のため、施行体制の強化を図る。 

○妊娠・育児休業期間中休業している者等の仕事をカバーする労働

（＝「支える者」）が評価される仕組みに係る好事例を収集し、周知 

する。  

 

      イ）長時間労働の抑制、多様な働き方の普及等による国民の生活スタイ

ルの変革 

     ○労働時間法制の見直しを推進する。 
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○長時間労働至上主義を打破するための意識改革や業務効率化を進 

めるため、以下のようなキャンペーンを実施する。その際、企業経

営にとってもメリットがあることを併せて周知する。 

      ・働き方改革・年次有給休暇取得促進に向けた全国キャンペーンを

継続的に実施する。その際、シンポジウムの開催を通じて気運の

醸成を図るとともに、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促

進、多様な働き方に係る事例等を十分収集し、ポータルサイト等

により国民に周知する。また、これらの働き方改革を一層進める

ため、施行体制の強化を図る。併せて、地方自治体との協働によ

り、計画的な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかけ、地

域の休暇取得の促進の気運を醸成する。  

      ・働き方改革の契機となるよう、明るい時間が長い夏は、朝早くか

ら働き始め夕方からの時間を有効に使えるよう、夏の生活スタイ

ルを変革する新たな国民運動を展開する。官民挙げた取組とする

ため、国家公務員は率先して実施するほか、民間企業や地方自治

体への働きかけを行う。   

・休暇中の者の仕事をカバーする労働者（＝「支える者」）が評価  

される仕組みに係る好事例を収集し、周知する。 

 

        ウ）支え合いを進めるための情報提供や支援の充実 

     ○男性の育児休業取得・仕事と育児の両立の促進に係る支援策の拡充 

を図る。 

     ・イクメンプロジェクトの実施により、部下の仕事と育児の両立を支

援する上司（イクボス）の普及等を図り、経営者や管理職に対し、

男性の仕事と育児の両立について意識改革を進める。 

     ・男性の育児休業取得状況等に関する調査を実施し、男性の育児休業

取得率を高めるための実効性の高い方策について検討を進める等

男性が育児を行うことを進める。 

○女性の働き方に係る様々な「ロールモデル」を普及させる。 

○期間雇用の労働者についても産休や育休の対象となることを周知 

するほか、育児休業からの復帰のためのプラン作りの支援、事業主

への助成等を実施する。 

○就職前から女性のキャリアアッププランを意識させるための周知啓

発を実施する（例；高校や大学への出張講座等）。 

○妊娠・育児休業期間中休業している者等の仕事をカバーする労働者

（＝「支える者」）が評価される仕組みに係る好事例を収集し、周知

する。【（２）②ア再掲】 

○介護離職の防止に向けて、介護休業制度の従業員への周知強化、分

割取得の在り方、介護期における柔軟な働き方の推進策、介護休業

取得時の経済的負担軽減の在り方など、介護休業・休暇の取得促進

に向け法的措置も含めて必要な対応を検討する。 

 

（３）豊かでゆとりある生活の実現に向けた取組 

  

    ア)夏の生活スタイル変革（ゆう活）【（２）②の一部再掲】 

○働き方改革の契機となるよう、明るい時間が長い夏は、朝早くから
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働き始め夕方からの時間を有効に使えるよう、夏の生活スタイルを

変革する新たな国民運動を展開する。官民挙げた取組とするため、

国家公務員は率先して実施するほか、民間企業や地方自治体への働

きかけを行う。 

 

イ)共食（食育）の推進 

   ○第２次食育推進基本計画に、家族との「共食」(家族が食卓を囲んで

共に食事をとりながらコミュニケーションを図ること)は、望ましい

食習慣の実践や、食の楽しさを実感させる精神的な豊かさをもたら

すものとされており、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

等の推進にも配慮しつつ「共食」の回数の増加を目指す。 

 

ウ）三世代同居・近居 

○家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができる

ようにするため、三世代同居・近居を希望する方がその希望を実現で

きるよう三世代同居・近居を支援するための優遇策等の方策を検討す

る。 

 

エ）街なか居住等の推進 

○職住近接で子育てしやすい都心居住、街なか居住を実現するため、住

宅の供給や良好な住宅市街地などの環境整備を行う。 

 

オ）テレワーク 

○ＩＣＴを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現す

るため、専門家派遣等の人的サポート、セミナーやシンポジウムの開

催を通じた普及啓発など、テレワークの導入促進に積極的に取り組む。 

 

カ）駅や小売店等を活用した子供との外出を応援するサービス等の提供 

    ○子供を連れての外出が、支障が少なく楽しいものとなるよう、駅や

小売店等において、子供との外出を応援するためのサービス等の提

供が行われるよう要請し、環境の整備を図る。あわせて、公共交通

機関における優先的な乗車など、子供連れの家族への配慮が行われ

るよう要請する。 

 


